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事 務 連 絡 

令和３年４月１日 

 

一般社団法人 日本舶用工業会 御中 

 

国土交通省海事局船舶産業課 

 

 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について（周知） 

 

 

日頃より、海事行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「高濃度 PCB廃棄物」という。）については、国

が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」という。）

を活用し、地元の理解と協力の下、全国 5か所の処理施設を活用して処理が行われていると

ころです。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年

法律第 65 号）においては、JESCO の処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の１年前

を処分期間の末日として規定しています。北九州事業地域の変圧器、コンデンサー等につい

ては平成 31年３月末日までに処理が完了しており、今後は大阪事業地域の変圧器、コンデ

ンサー等及び北九州・大阪・豊田事業地域の安定器、汚染物等が令和 3年 3月末に処分期間

末を迎えるなど、他の事業地域においても順次処分期間が到来することとなります。 

この度、これまで各都道府県・各政令市において行われてきた管内における未処理の高濃

度 PCB廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における、変圧器、コンデンサ

ー、安定器等の PCB廃棄物の主な発見事例について整理を行うとともに、北九州事業地域

において上記の処理完了後に発見され、継続保管となっている事例についても主なものにつ

いて整理を行いました（別添）。 

つきましては、貴団体の傘下事業者に対し、別添も参照の上、自ら管理する施設において、

高濃度 PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等して

いる場合は、確実かつ早期に JESCOに処分委託手続き等を行っていただくことを周知徹底

していただくようお願いします。 

 

 

＜添付資料＞ 

別添１：掘り起こし調査等における高濃度 PCB廃棄物・機器の発見事例 

別添２：計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例 

 

 

＜参照先＞ 
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○ ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び PCB廃棄物の期限内処理に向けて（パンフレ

ット） 

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf 

○ ポリ塩化ビフェニル（PCB）早期処理情報サイト（環境省ホームページ） 

http://pcb-soukishori.env.go.jp/ 

○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）ホームページ 

http://www.jesconet.co.jp/ 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先 

参照先のパンフレット 12 ページに記載 

○ JESCOへの PCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先 

JESCO 登録担当 Tel：03-5765-1935 

○ 本事務連絡に関する問合わせ先 

環境省環境再生・資源循環局 PCB廃棄物処理推進室 

担当：松岡 

TEL：03-6457-9096 



掘り起こし調査等における
高濃度PCB廃棄物等の発見事例

令和３年３月

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室

別添
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高濃度PCB廃棄物等が発見された主な事例

主な事例 掲載数

１．JESCO未登録台帳を活用して発見した事例 ４

２．見つけにくい場所で発見された事例（変圧器・コンデンサー） ３

３．掘り起こし調査対象以外の機器が発見された事例 ２

４．病院にて発見された事例 ３

５．建物解体にて発見された事例 ２

６．高所で発見された事例（変圧器・コンデンサー） ２

７．見つけにくい場所で発見された事例（安定器） ６

～ 高濃度PCB廃棄物等が発見された主な事例 ～

※令和元年12月自治体アンケート、令和2年6月自治体アンケート、PCB廃棄物等掘り起こし事例集（第3版）より抽出

JESCO
未処理台帳
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No. 発見経緯 写真

1

自家用電気工作物設置者リストに記載はなかったが，JESCO未登
録台帳に記載があったため，調査を行った。建物の登記情報を取
得した結果，当該建物の所有権は，JESCO未登録台帳の所有者
から別法人へ移転していることが判明した。当該別法人の法人登
記情報を取得した結果，既に解散していたが，監査役と接触するこ
とができ，当該建物への立入について了解を得た上で，職員が立
入を行った結果，高濃度ＰＣＢ含有コンデンサーが設置されている
ことを確認した。

2

事業場跡地を解体する際に、廃止後に放置されたキュービクル内
に、ＰＣＢ疑いのコンデンサー、変圧器等を発見した旨の連絡あり。
現地調査を行ったところ、高濃度ＰＣＢ該当のコンデンサー１台の
ほか、濃度測定により、低濃度ＰＣＢ該当のコンデンサー１台を確
認した。該事業場で発見された高濃度コンデンサーは、掘り起こし
調査の対象ではないが、JESCO未登録台帳に記載されていた事業
場であり、建物の管理人（元従業員）は、ＰＣＢ廃棄物があるとの認
識は持っていなかった。

2

１ JESCO未登録台帳を活用して発見した事例 ①

発見されたコンデンサー

発見された
コンデンサー

放置されたキュービクル



No. 発見経緯 写真

3

JESCO未登録台帳を基に現地調査を行ったところ、物
流倉庫にてコンデンサー2台が保管されているのを発見
した。その場所は以前、生コン工場であり、倒産により
工場は解体されたが、キュービクルは残存し、内部にコ
ンデンサーが保管されたまま、物流会社が引き継いだも
のであった。

4

自家用電気工作物の掘り起し調査において、「高濃度PCB」の保有なしと回答していたが、JESCO未登録台帳に
旧工場の記載があったため、架電して確認すると「移転の際に電気機器は全て処分した」と回答を得た。念のため、
旧工場の電気室を確認するよう指示した。
後日、事業者から「旧工場の電気室内に未処理の電気機器が残っていた」と連絡があったため、立入検査を実施
したところ、未処理の高濃度PCB電気機器を発見した。

●留意点●
ꜛᴪ ṓῬ⌠ ►зІЕϬיּ ΰθἕϤṞάΰ ₰το ᵰχⱧỘ ʺᵕ Υ ϣϦθⱧỘ
πΚμοϜJESCO τṜ∏ήϦοΜϥⱧỘּיτνΜοψʺ Ӫΰο ₰Ϭ“Ξʻ
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１ JESCO未登録台帳を活用して発見した事例 ②

工場が解体され
た後も保管されて
いたコンデンサー

工場解体後も残された
キュービクル


